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　　要約
本研究は，過去5ケ年の経年研究のまとめである・地域福祉の台頭によって・従来の施設機能1こ≦

わえ，地域の多様な二一ズヘの一貫性をもった対応などの方向性が問われてきている。この二一ズに
応えるべく，今日地域を単位とする施設のあり方，そのぢ蛆の機能を発揮しつつ・ネットワークイヒに

むけて検討する必要鎚られてきている。その動向を認識し た上で・施設ケアのあり方を再検討して

きた。本年度は，1前年度の施設処遇職員調査を実施した総合福祉施設から2施設を選定し・施設が存

在する地域住民を対象に質問紙調査を実施，地域におけるケアシステムのあり方番こついて考察した・

その結果，児童福祉施設を基点とした各種施設のサービスが，一定の地域を舞台として展開すること

の必要性が明らかになった．地域社会の資源として識会福祉施設力～住民の二｝ズに的献対応する

よう，処遇職員の専門技術の充実と・社会福祉法人のあり方が問われている。
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　1経年研究の意義とその目的

　L研究目的と経過
　本研究は，準備期（一法人他種施設間の処遇研究会実

施以前の段階）すなわち日常ケアワーカー（処遇職員）

の専門性を求め、その枠組設定の基本データ収集期を含

めての5ケ年間の継続研究である。

　生活二一ズの多様化にともない，児童福祉問題の発生

過程も複雑性を増幅し・その処遇にあたっての深刻な問

題も散見され，r処遇困難児（者）」といわれている現状が

ある。これらの背景に潜む問題，とくに日常処遇に焦点

をおきながら，地域とのかかわりにおける施設機能の方

向性を明らかにすることを目的としてきた。したがっ

て，東京都内A法人（養護施設をふくむ入所施設5ケ

所，通所施設4ケ所一診療所をふくむ一）を選定，入所

各種施設から5～10年の経験をもっ処遇職員の定例研究

会を結成，月1回の問題提起を中心にディスカッション

を約2年間にわたり実施した。いわぱ一法人事例として

インテンシィブな踏査（臨地）調査を行い，日常処遇の

実態，各施設間での処遇の共通性と相違性を明らかにし

ようと試みた。その過程で，各施設で独自な地域への対

応をしていたプログラムの協働化（盆踊り．バザーな

ど）がはかられたり、他種施設相互間の処遇内容の理解

が深まり．問題点の発生原因などが十分とはいい難いが

共に考え合うことができるようになった。たとえぱ，本

研究その1（日本総合愛育研究所紀要第25集P80～89

表3・職務およぴ処遇分析表作成）により，各種施設処遇

職員間での具体的処遇内容への理解の深まりが見られ，

その結果を了解しあうことができた。

　その研究会（前掲紀要）と併行して，日常生活処遇枠

組（研究所紀要第26集P54～57参照）の検討を行い，ブ

リテストによる修正を加えた。その枠組をもとに一法人

他種施設3種類以上の施設職貝（三法人一北海道・東京

・九州一）に対し，3～5段階法によりケアワーカー側の

視点から処遇評価および施設の機能を問う調査を実施し

た。それは，日常生活・習慣（食事，排泄，睡眠，入

浴，衣，住），対人社会関係（コミュニケーション，学

習・娯楽文化・社会参加・家族関係・労働，性，信仰，

経済，処遇理念），生活上の満足度，処遇職員の心身の状

況，法人内施設の相互関係などの視点からである（研究

所紀要第27集P40～42参照）。その三法人間の差は，立地

条件にタるもの，法人の採用方針に関係するものが比較

的に明らかになっており・それが法人内施設の人的条件

による判断基準になっているように思料される。前年度

の法人別・施設別調査の枠組設定上の問題（一般化にむ

けて）として・若干指摘しておいた。それらをふまえて

本年度は，法入の位置する地域住民の法人内施設に対す

る認知度，理解度，施設観および，近隣地域社会の生活

課題と今後の見通しについて調査を実施した。

　2，経年研究の意義

　経年研究の意義については，さまざまの見解もあろ

う。しかしわれわれは，生活の場としての施設，そして

地域評価の「実」を把握することに重点をおき，施設に

おけるケア（処遇）のあり方と地域に根ざす施設の機能

について再検討の必要性を明らかにしようと試みた。そ

の際施設のケアワークを担当するワーカーの処遇の質

が問われる。っまり日常処遇の専門性の内実を明らかに

することである。それを具体的に生活の場面において明

確化していくための方法として，経験5～10年の処遇職

員による2ケ年間の研究会をもって，研究主体と客体と

の間隔の縮少をはかることも含めて時間をかけることの

意味を重視した。また生活枠組の決定に際しても，研究

者側の施設での生活を共にする機会をもち，処遇記録か

らの分析視点を探りだす努力をしたことなど，経年の意

義づけとしたい・さらにケアワーカーの入所者への対応

姿勢の変容過程の意識化をはかることの意義も大きいと

いえよう。

　3，本年度の研究目的とその方法

　前述したごとく，本年度は2法人施設（東京・九州〕

にしぼり，その2法人の総合福祉施設周辺半径1㎞内地

域住民を対象に・施設の評価と，地域の近未来生活課題

について調査を実施した。調査対象は表1の示すとおり

である。質問紙郵送法によるが・その地区担当の民生児

　　　　　表1調査対象地域・回収状況

法人名 A法人 B法人

地域 東京都 九州

地区名 C　区 D　区 E　市

配布数 206 194 400

回収数 171 169
3工9

回収率 83．0 87．1 79．8

童委員が地区内世帯に配布，調査票記入は世帯主または

それに準ずる者に依頼，郵送する方法をとった。なお地
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域の近未来生活課題については，配布を担当してくれた

民生児童委員とのインタビューをも行った。紙面の都合

上本稿ではその全貌を記述することは不可能であるた

め，別途総合的にまとめる機会を考慮する予定である。

　Il調査結果にみる住民の施設観と生活課題

　本稿ではr地域住民調査』の結果について、地域住民

の施設（法人）の認職度，住民の生活上の諸問題，総合

福祉施設に対する意識の三点を中心として，住民の側か

らみた施設のあり方を探りながら，地域社会と施設との

関係について検討する。

　1．地域住民からみた施設（法人）の現状と課題

　まず住民側の施設（法人）に対する認知度をたずね

た（表2）、「知っている』とする者はA法人92％，B法人

　　　　　　　表2施設の認知

法人 A法人 B法人

地域 全体 C　区 D　区 E　市

は　い

いえ

．A

92．1
．9 1．2

98．8 85．2

　14．8

　　－
　100．0

95．0
．0

95％という高率であった。C区に属するA法人の場合，

C区だけでみるとほぼ100％の周知度である。A法人は

C区とD区の境界に位置するが，D区民も85％と認知度

は高い。これはA法人とD区との協定により，平成2年

に開所した精神薄弱者通所更生施設の定員の一部をD区

の分としていること，精神薄弱者更生施設においてもD

区の緊急一時保護事業を受託していること，また保育所

でも例年D区から数名の園児を受け入れているなど，D

区民にたいしても開かれていること，また法人として

も，バザーや納涼祭（盆踊り大会）などの広報を，D区

にも行うなど，日常から広報体制づくりに努力している

ことにもよるものと考えられる。なお今回の調査は両法

人とも半径1㎞の圏内に限定して実施したが，地域福祉

実現にむけてどの程度の範囲を一つの地域として考える

か。他法人他施設との機能分担や都市圏の大きさを検討

する中で策定する必要があるが，施設の認識度からみて

半径1㎞内外というのは，施設までの所要時間からみて

も，施設側が第1のターゲットとすべき範域として考え

られるのではないだろうか。

　つぎに施設を知っている理由は，A法人D区の場合，

「通りがかりにみた』が多くなるのは地理的にいって事

実であろう，同じA法人でもC区では，r近くにあるの

で』が85％をしめる。またr家族や知人の利用」が10％

となっている。「寄附の依頼」が10％弱とあるのは，近年

施設整備にあたり地域に対し協力を求めていることによ

る。一方B法人の場合では，r学校・PTAjが約20％で

ある。これは10年前から小・中学校P　TAと協同で放課

後児童の対策に取り組んできたことの結果である。また

E市には校区社協が全市にわたり整備されていることも

見逃せない。噺聞・テレビ」が17％と目立っているが，

これは乳児院がテレビで放映されたことによる効果が大

きい。市民に対する効果的な広報という点からすれば，

マスコミとの関係も大きな意味をもつことになろう。市

民が社会福祉に対する理解を深める契機となれば，地域

福祉の推進にとってプラスともなる。

　法人内の知っている施設の種類について具体的には，

A法人の場合，C区とD区を比べると，各施設ともおお

よそD医はC区の％の認知度である。D区民にとって

は，A法人施設を一部利用可能であるとしても，利用対

象が限られていることや地理的条件などにより，個々の

施設の内容を理解している段階にまでは至っていない。

それに対しC区民にとってA法人各施設は，居住区にあ

る身近な施設として，各施設とも6割程度の周知率とな

っている。なかでも診療所は両区民にとって生活に密着

しており，A法人の入り口に面していることもあり，D

区民にも広く知られている。また精神薄弱者更生施設

は・処遇向上の観点から同施設入所者の余暇活動ブログ

ラムで，D区の公共施設を地域資源として位置づけてい

ることに関連があると思われる。このように施設入所暫

の社会活動をひろげていくことは，処遇の社会化の中で

もやや意図的に進めなければならないだけに、同施設の

実践は評価されてよかろう。一方B法人内各施設は，A

法人よりも高い割合でE市民に知られているようであ

　る。常に地域の二一ズに迅速な対応を心がけてきた結果

　として評価される。

　実際に施設を利用した経験については，A法人C区が

　17％，B法人E市が13％であった。いずれも比較的年齢

　の高い層が多い。これは利用内容をみれば明らかであ

　り，ディサービスの利用と．それに加えてA法人の場合

　は診療所・保育所の利用である。B法人ではr設備・ホ

　ールの利用』をあげる人が利用経験のある人の4割まで

　ひろがっている。施設の社会化の初期段階である施設設

　備の地域開放が。市民に認知されていることを意味して

　いる。こうした日々の活動が，市民の社会福祉に対する
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理解を喚起し，地域福祉活動へのステッブとなる。した

がって，処遇に支障をきたさない範囲で市民に場を提供

することは，重要な施設機能の一つとして位置づけられ

ねぱならない。

　利用経験に対し訪問経験は，4倍程度高い割合となっ

ている・訪問理由をr般住民についてみた場合（表3），

　　　　　　　表3訪問理由（肱A）

法人 A法人 B法人

施設の利用 12．8 10．6

施設見学 7．0 28．8

ボランテイア活動 4．7 18．2

行事に参加 61．6 22．7

職員に用事 11．6 25．8

商売上 8．1 4．5

何となく 4．7 18．2

その他 18．6 13．6

N．A 一 一

A法人ではr行事に参加jが6割をしめている。地域の

人々との交流を促進する意味から，施設行事へ地域住民

の参加を求めることは必要な条件である。しかし，それ

がどの程度施設と地域住民との共同的な意識となってい

るかがこれからの課題である。B法人では「施設見学J

r行事に参加』r何となく」が20～30％の中で分布してい

る。目的・関心が様々な住民からの見学依頼を受け入れ

ることは，施設側にとっては負担となりやすいが．可能

な限り見学を受け入れることは，施設に対する理解を深

める意味で有効である。開かれた施設づくりを指向する

B法入の姿勢がうかがえる。さらにrボランティア活

動」をあげる人が20％近く数えるのも特徴である。入所

者の処遇向上の観点からボランティアの導入をはかるこ

とは施設処遇上の必須の条件であるのみならず，施設入

所者と地域社会を結び付ける橋渡しの役割を担う意味か

らもその働きは大きい。今後は施設のオリエンテーショ

ンを含めて，どのように組織化をはかっていくかが課題

となろう。

　訪問経験があると回答した人に対して，法人（施設）

に対する印象をたずねた。本設問は項目によっては不明

回答が多く，一部判断が難しい項目も含まれていたが，

結果としては・すべてにわたりA法人よりB法人のほう

が高い結果となった。これは昨年実施した処遇職員に対

する調査結果と類似しており，その意味では施設の外的

条件に対する処遇職員の自己評価と地域住民の評価は，

表4施設に対する印象（平均1画

法人 A法人 B法人

地域 全体 C区 D区 E　市

入りやすさ 3．24 3．32 3．09 3．79

全体の雰囲気 3．27 3．29 3．22 3．84

建物の雰囲気 3．45 3．60 3．18 3．90

入所者の様子 3．32 3．32 3．33 3．66

職員の雰囲気 3．74 3．81 3．59 4．24
職員の動き 3．69 3．77 3．54 4．2工

各項目5段階の評価で　どちらでもないをr3』

とし，ブラスの評価が「5』，マイナス評価を

r1』とする．無回答を除外して平均値を算出

ある程度の確率で一致していると推定される。確かにB

法人の位置する地域環境に施設設備を加え，物的条件と

してその状況を総合的に判断するとするならば，この結

果は実情を反映したものと思われる。そして物的条件に

プラスしてソフト面においても，専門職員の採用，スー

パービジョン体制の確立，体系化された研修制度など，

人的水準の向上にむけて日常から準備されていることに

対する評価として捉えられる。

　ところで項目中，「職員の雰囲気』『職貝の動き」につい

ては，比較的高い評価がなされている。これは物的環境

の不充分さを職員の努力をもってカバーしていることへ

の住民の理解度を示すものと考えられる。専門的処遇の

前提として・施設の雰囲気や職員の動きは，一つのチェ

ックポイントとして重要である。プラス回答の多さは，

両法人の評価点としてあげられる。調査結果から地域住

民のr目」の正確さが伺われた．物的条件。人的条件の

いずれに対しても，っねに万全な態勢をもって処遇にあ

たらなければならないことを示唆している。

　本調査においては，居住年数の長い人からの回答が目

だった。そこで10年以上の居住者に，法人に対する印象

をたずねた。その結果，r親しみがもてる」A法人33％，

B法人42％と好意的回答が多かったが，「管理的になっ

た」とする回答もA法人で18％みられた。比較的年齢の

高い層に茜いてその傾向が強いようであるが，建物ばか

りが多くなり，入所者が増えた現在の法人内物理的環境

について・地域環境との調和という観点から検討の余地

がありそうである。なおr関心がない」 とするものが

10～15％存在する。年齢別ではr子どもの養育」やr仕
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事」に忙しい30歳代に目立っている。これは全国的な傾

向であるかと思われるが，施設に対する理解の裾野をひ

ろげるために，こうした無関心層に対するアプローチが

今後の課題として残される。

　2．住民の生活上の課題

　地域の生活と福祉についてという項目で，まず現在の

心配事の有無について質問した。法人・地区を問わず心

　　　　　　　表5心配事の有無

法人 A法人 B法人

地域 全体 C　区 D　区 E　市

ある 34．1

4．1

．8

09．0

36．8

0．2

．9

00．0

31．4

8．0

．6

00．0

31．3

8．0

．6

00．0

配事rあり」とする者が30％強を示している。「あり」と

答えた人の具体的内容については地域差はみられず，「老

人の介護』r子どもの教育』r自分の健康』がペスト3であ

る。家族類型別あるいは年齢別にみると，当然のことで

あるが「子どものいる家庭」や子どもが中学校・高校期

にあたる40代では，「子どもの教育」についての心鯉が高

くなり，老人を抱えている家族や，50代・60代以上で

は，介護問題の比重が高くなっている。今後高齢化の進

行にともない介護に対する需要の増大が予想される。ま

た，ディサービスセンターや介護支援センターを中心と

した在宅福祉サービスの展開が必要とされる。すでに両

法人には同種の施設が設置されているが，地域内の他の

施設と協働し，また役割分担を行いながらその機能を高

めていくことが必要である。さらに地域社会のサービス

ネットワークの拠点としての役割も必要となろう。この

ような取り組みを重ねることによって，潜在的な二一ズ

の開拓が可能になると思われる。将来の不安について

は，回答者の年齢層を反映して，「自分または配偶者の老

後の健康』とするものが多数であった。このように近年

の家庭機能の脆弱化の進行を受けて，住民の二一ズが多

様化していることが伺える。さまざまな生活不安をもつ

住民に対して，現在居住している生活圏においてど

のような福祉サービスを提供していくかが課題であり，

地域社会における福祉施設のあり方がそこに問われてい

る。

　児童福祉法25条には，要保護児童発見者の通告義務と

して，保護者に監護させることが不適当であると認める

児童を発見した者は，福祉事務所または児童相談所に通

告しなければならないと規定されている。本調査では

r近くで困っている人や，放任・虐待されている子ども

や老人がいることに気づいた時．どうするか』という問

いを設定した。ここでも法人・地域の区別による差はな

く，一・般住民の回答ではr近所の人と相談する』「自分で

手助け』r児童相談所に連絡」などの回答が多くなってい

る。一方「何もしない」6％。「関わりたくない』1％という

数字からみると，実際の場面に遭遇した時にどのような

行動をとるのかわからないが，少なくとも意識面におい

ては，住民としての自覚が高いと言えよう。なおr施設

に連絡する」は4％未満と低調であった。この結果につ

いてコメントするには資料不足であるが，住民の目から

みた場合，行政機関に比べるξ施設は信頼性に欠けるの

かもしれない。また法人が大きいために．どこに相談す

ればよいのかわからないのかもしれない。しかしこれか

らの地域の中での施設の役割を考えるならぱ。もう少し

身近で，信頼される機関となる必要がある。施設の機能

について積極的なP　Rが求められているのではないだろ

うか。

　設置を望む福祉施設については，20％程度の人がrあ

る』と答えている（表6）。ここでも年齢が高くなるにっ

　　　　　表6設置を望む福祉施設の有無

法人 A法人 B法人

地域 全体 C　区 D　区 E　市

ある 17．9

4．7

7．4

00．0

15．8

6．7

7．5

00．0

20．1

2．7

7．2

00．0

22．3

8．6

9．1

00．0

れてその割合が高くなる傾向があり，具体的な施設名で

は，その多くが老人福祉施設を上げている。やはり高齢

化についての関心の高さと，不安が表われた結果となっ

ている。地域に必要な福祉サービスについても，「入所施

設の増設』やrホームヘルパーの配置』を求める声が強

い。その中で児童館の増設を求める声も少なくない。特

に20代・30代では過半数以上である。ノ1糊氏学年児童

をもつ共働き家庭にとって，放課後の子どもの生活は不

安のたねである。また週休2日制の拡大が時代の趨勢で

ある今日，地域の中で親と子が一緒になって安心して遊

べる児童館に対する期待は大きい。前述した二一ズの多
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様化・一般化がここからも示される。福祉施設は，地域

住民の福祉二一ズをっねにキャッチし，ライフステ

ージに応じたサービスを提供しなくてはならないのであ

る。

　3．地域にねざす施設機能

　　一児童福祉施設を中心として一

　本調査研究は，福祉サービスを必要としている住民

が，居住している地域内の各種施設において，継続した

トータルな援助（児童から老人に至る発達状況に応じた

援助の総体を意味する）を受けることが可能となるよう

なシステムのあり方を考究することにある。そのために

は施設の適正配置の促進が望まれるが，現状では都市部

を中心としてその実現性に乏しい。そこで地域内の各種

施設の連携によって機能の統合化をはかり，一定の地域

内におけるサービス供給システムを確立することの必要

性が求められる。こうしたサービス提供の一形態とし

て，総合福祉施設の意味は大きい。そこで現存する総合

福祉施設にっいて，地域住民の意識を調査した。

　　　　表7総合施設についての意見（M，A－2）

法人 A法人 B法人

便利でよい 34．9 41．1

安心感がある 31．5 142．9

設備の有効活用 33．2 35．7

福祉イメージの向上 8．8 15．5

イメージダウン 1．3 0．6

わからない 22．3 15．5

その他 5．9 3．0

N．A 8．4 1．2

　総合施設についての意見にっいては〔表7），一般住民

ではr便利でよい』r安心感があるJ　r設備の有効活用」を

あげる住民が多く，A法人で35％，B法人で40％前後の

割合である。特にr安心感がある」はB法人の方が10％

高く，B法人の信頼度の高さが伺える。これに対しrイ

メージダウン』とする否定的意見は両法人とも1％程度

とごくわずかで，長年にわたり地域福祉の向上に努めて

きたことに対する結果として評価できよう。

　今後の利用意向（表8）については，実際の場面になら

ないと想定しにくい質問であるためrわからない」との

回答が多くなっているが，その中で3人に1人はr利用

したい」と答えている。年齢でみると現実的な老人問題

に直面している高齢層にその割合が高くなっている。一

表8施設の利用意向

法人 A法人 B法人

地域 全体 C　区 D　区 E　市

利用したい 32．9 36．8 29．0 41．1

抵抗がある 4．4 7．0 1．8 2．2

よくなれば利用 10．0 9．4 10．7 9．4

利用したくない 4．7 7．0 2．4 3．4

わからない 37．6 32．7 42．6 35．7

その他 5．3 4．1 5．5 3．8

N．A 5．0 2．9 7．1 4．4

計 100．0 100．0 100．0 100．0

方rよくなれば利用」という答えがm％見られる。前節

の施設についての印象との関連において，各条件面から

の検討が必要である。施設の諸環境の向上にむけて，法

人の努力が求められるすまた住民が利用しやすいような

施設配置についての検討も必要である。この点からB法

人のように相談所を入口に配置するといった工夫は，住

民と施設をっなぐ意味において効果的であると思われ
る。

　　　　　表9施設への期待〔醜A－2）

法人 A法人 B法人

地域 全体 C　区 D　区 E　市

住民へのサービス 64．7 66．1 53．3 71．2

住民の優先利用 17．1 19．3 14．8 13．5

賊ス内容の向上 22．9 21．1 24．9 28．5

予防的活動 23．5 22．8 24．3 21．0

その他 2．9 2．3 3．6 2．2

N．A 14．7 17．5 11．8 9．7

　施設への期待（表9）としては，『住民へのサービス提

供』が群をぬいて多く（A法人65％，B法人71％），地域

の中の施設として，住民の期待が表れた結果となった。

次いで子どもから高齢者までの一貫した福祉サービスの

提供を要望する声が25～30％，新しいサービスの開発と

予防的活動への期待が20％強と，現在の利屠者を中心と

したサービスにプラスして，燭或の二一ズを先取りした

新しい予防的なサービス活動を期待する意見が出されて

いる。具体的には，短期入所への二一ズが高い。短期入
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所の意味はさまざまあり，老人福祉施設でのシヨートス

ティのみならず，乳児院や養護施設でのシヨートスティ

（トワイライトスティをふくめ）や，同じく養護施設や

母子寮でのディサービスの提供が求められる。いずれに

せよ，地域の二一ズに即した施設機能の多様化が求めら

れる。こうした地域の要望にこたえるためには，精緻な

二一ズ把握を行い，量的動向を含めた予測が必要となる

であろう。そしてその結果を各地で策定されている地域

福祉計画に生かしていくことが不可欠である。そして民

間の特徴であるr先駆性』「開拓性」を積極的に発揮する

ことが望まれる。地域福祉の担い手としてその蓄積され

た経験，技術を活かした，かつ柔軟な事業展開が要請さ

れている。

　最後に施設活動への支援についてふれておきたい。一

般住民の回答としては，施設に対して暖かい理解を示し

ている住民が多い。その他では相互の比較においてA法

人ではr金銭・物品の援助』，B法人ではr直接利用をす

すめる』「行政・住民へのはたらきかけ」が多くなってい

る。全般的にややE市民の方が積極的な行動に対する支

援が高く，住民の福祉参加が促進されている。これは地

域特性と，それに対する法人の取り組み姿勢の相違から

きたものと思われる。総合的に判断して，B法人の方が

一貫した取り組みがなされており，スーバービジョン体

制や研修制度の充実，社会福祉協議会との密接な関係，

地域の意向を先取りした形での施設整備などに表れてい

る。伝統と専門性をリンクさせたB法人の活動が，マン

パワーの資質向上と連結して，福祉サービスの水準を引

き上げ，その結果地域住民の二一ズにも適切に応えうる

資源となってきたものと思料される。今後は法人がどの

ような方針でサービスを提供していこうとしているの

か，法人の姿勢についても問われよう。

　　　　　　表10施設への支援（M．A－3〉

法人 A法人 B法人

暖かい理解 63．0 60．7

ボランティア 22．3 27．4

金銭・物品の援助 29．8 14．3

行政・住民への働きかけ 12．2 20．8

利用をすすめる 12．6 26．8

特にない 7．6 7．1

わからない 12．6 12．5

その他 1．7 一

N．A 5．9 3．6

　III地域におけるケアシステムの構築にむけて

　1．総合福祉施設の意義

　施設を中心に半径1㎞内の地域住民を調査対象として

いることから，施設の認知度が90％以上であることは当

然のこととしても，2地域を平均して住民の2人に1人

が施設の行事に参加したり，見学やボランティア活動，

施設利用などで．実際に施設を訪問した経験をもってい

るということなど，施設についてのr般の人々の関心や

期待は，かなり高いといえる。また，複数の施設を設置

している総合福祉施設が地域内にあることについて，r必

要に応じていろいろ利用できるので便利でよい」r何かあ

ったらいっでも相談できると思うので安心感がある」な

ど，総合福祉施設の存在意義を認める回答が30～50％み

られる。さらに，「家族で対応できない問題が生じた時

に，施設を利用するか否か」という設問には，約％の者

がr近くにある施設なので積極的に利用したい』と答え

ている（表8参照）。

　現在，核家族，夫婦共働き家庭，ひとり親家庭やひと

り暮し世帯，それに高齢者世帯など家族形態，ライフス

タイルも多様化し，価値観や家族意識も大きく変化して

いる。従来は家庭内でもっばら営まれてきた育児・介護

なども，家庭の養育・養護機能が弱化するなかで，さま

ざまな対人サービスヘの福祉二一ズとしてr般化してき

ている。今回の調査でも， 地域に必要と思う福祉サービ

スは何かという問いに，ホームヘルパーの配置，デイサ

ービスの充実，各種入所施設や健全育成施設の増設，何

でも相談できる窓口，福祉情報の提供なごを望む声が多

かった。そして調査対象施設に関しては，施設に入所し

ている者だけでなく，地域住民に施設サービスの提供を

期待する者や，地域住民の優先的な利用を求める者があ

わせて80％以上であった（表9参照）。これらの結果から

も，地域住民が施設を自分たちの身近な社会資源として

とらえ，子どもから老人に至るまでそれぞれのライフス

テージおよび心身の状況に応じ，地域の中で必要な福祉

サービスを一貫して利用できることを期待していること

が明らかである。　　　　　　　　　　O

　ところで，平成2年の福祉八法改正により，老人の保

健福祉政策を中心に，社会福祉の理念，制度，社会福祉

法人・施設の役割機能などが，r福祉改革」と表現される

ほどに変化している。ちなみに，社会福祉事業法には新

しく社会福祉の基本理念が次のように明記された（社会

福祉事業法第3条）。

　r国，地方公共団体，社会福祉法人その他社会福祉事

業を経営する者は，福祉サービスを必要とする者が，心

身ともに健やかに育成され，又は社会，経済，文化その
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他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとと

もに，その環　，年齢ぴ心身の状澱こ応じ，地域にお

いて必　な福祉ザービスを総合的に提供されるように，

社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範

一に努めなければならない。』〔傍線筆
者）

　ここには，社会福祉法人など社会福祉事業を営む者

は，地域の福祉二一ズを広範に把握し，必要なサービス

が総合的に提供されるよう計画的に事業を実施すべきこ

とがうたわれている。そして福祉サービスを必要とする

者がそれらを利用することにより，健やかに育成される

とともに，社会，経済，文化などあらゆる分野の活動に

参加する機会を得られること，すなわち自分の生活圏内

において，可能な限り通常の生活を送ることができるよ

うにというノーマライゼーション及ぴ地域福祉の理念が

根幹にあることを示している。また，福祉の分野だけで

はなく医療，保健その他関連施策との有機的な連携や，

地域に即した創意工夫，地域住民の理解と協力が不可欠

であることも揚げられている。

　このような，①福祉二一ズヘの広範・柔軟な対応，②

総合的サービスの計画的な実施，③地域生活の璽視と地

域住民の協力，④福祉施設間および関連分野との連携

（ネットワークなど），社会福祉法人〔施設）が新たにめ

ざすべく示された方向性は．地域の実情に即しさまざま

な方法により，早急に実施されることが望まれる。ま

た，これはすでに述べた今回の調査からもいえることで

ある。

　さて，その具体的実施の一方法として，社会福祉法人

の多種・複数施設の経営，すなわち総合福祉施設化があ

る。これは施設をできるだけ小規模化し，地域内に分散

して適正配置をすることにより，地域と融合をはかりっ

つ施設のノーマライゼーションを進める方向性とは矛盾

する点があることは否めない。しかし，総合施設には次

にあげるような大きな利点があり，単独の施設と協働し

て地域福祉を推進する拠点となることを期待したい。

　①子ども，老人，障害者などへの福祉サービスを分断

化せず，その成長・発達，生活状況に応じて柔軟に，か

つ一貫性をもって対応することができる。

　②地域住民（在宅）が，必要に応じて各種の福祉サー

ビスを利用しやすい。

　③法人内の各種施設の建物・設備，専門機能を可能な

範囲で有効に共同活用することで，効率性が高まる。

　④各種施設相互閤でサービス方法，処遇内容などその

共通点・相違点を出し合い，職員の共同研究により専門

性の向上をはかるとともに。社会福祉援助の技術・方法

を新たに開発し，多種に実践できる。

　⑤福祉施設のマンパワー対策として，法人内職員の計

画的採用や，人事交流が可能であるとともに，職員の労

働条件改善，福利厚生なとが図りやすい。

　⑥各種施設の入所者，利用者，あるいはその家族やボ

ランティアなどが，ふれあいの場や時間をもちやすく，

施設の社会化を促進しやすい。

⑦またそのことを通して，実質的な人のっながりが生

れ，地域の福祉ネットワークを築く拠点とすることがで

きる。さらに，ソーシャルアクションを高め，地域全体

の福祉向上を推進できる。

⑧大きな組織として自主財源を得やすく，また行政に

働きかける力も強化できる。

⑨以上のことを通し，同一法人による複数施設経営

は，地域の福祉二一ズの変化に対応して施設の種類，規

模，サービス内容，利用方法など弾力的な運用ないしは

適切な組み替えを行い，法人内で総合的。計画的なサー

ビスを実施することが可能である。

　⑩そして，パイオニアとして高い福祉理念を掲げ，創

造的に福祉事業を展開する可能性をもっている。

　2．法人内施設間の諸問題

　以上，同一法入による総合福祉施設の現代的意義およ

びそのメリットを述べたが。実際に運営するに当たって

は多くの課題が存在する。

　まず第1に，社会福祉施設はそれぞれの福祉法にその

目的，対象、サービスの提供方法が規定され，施設設備

・職員配置・運営などの基準も明確に定められている。

また．措置施設に関しては，措置権が都道府県にあるも

のと市町村にあるものとの相違や，児童相談所，福祉事

務所など福祉の専門機関が扱う施設とr般行政担当が扱

う施設が混在しているのが現状である。福祉二一ズに柔

軟に対応できるように，法人内の施設を弾力的に運用す

るにあたって，これらの法体系や行政単位，管轄の違い

を越えて福祉についての共通の理解を得，セクショナリ

ズムを解消することが先決である。そして施設入所サー

ビス，通所利用サービス，訪問派遣サービス，問題発生

予防および啓発的サービスなどがバランスよく地域に提

供できるように，社会福祉サービスの体系を見直し，再

編成する必要がある。急速な高齢社会の到来で，老人福

祉に関しては10力年計画のいわゆる一ひゴールドブラン”

が策定されているが，福祉の全分野にわたるきめ細かい

検討に基づいた改革が求められよう。現に，平成2年の

福祉八法改正を中心に，r福祉改革」が進行中であるが，

その改革の基本的な性格は，“①普遍化（r般化），②自

一　24



吉澤他：施設ケアワーカーの職務内容に関する研究（その4）

助化，③多元化，④分権化，⑤自由化（脱規制化）．⑥地

域化，⑦計画化，⑧総合化，⑨専門職化として把握でき

る”ことが指摘されている。そしてまたその福祉改革の

評価は，現時点ではまだ困難であることも付言されてい

る（古川孝順r社会福祉供給システムのパラダイム転

換』誠信審房1992，P20）。多角的に福祉事業に携わってい

る総合福祉施設の現場から，具体的な提言を積極的に行

6ていくことに意義があるといえる。

　第2点として，法入組織と人に関する問題である。社

会福祉法人設立の理念と経営能力が高く求められている

現在，法人役員としての理事会の構成や選任方法（名前

だけではなく実質的に法人運営に責任をもてる人や，地

域住民の立場から代弁できる人など）が適切であるかど

うか検討を要する課題である。また．理事者や施設長の

意識改革も強く求められている。措置費制度に安住し，

その枠内のみでの施設運営や，施設長が自分の施設を管

理運営することに埋没し，法人全体として協力しあい，

いかに施設入所者や地域住民の福祉二一ズにより良く応

えるかの視点を見失っている状況が数多く報告されてい

る（たとえぱr月刊福祉75巻7号』特集r社会福祉法
人・施設経営の新しいあり方を考える』1992。6）。先にあ

げた総合福祉施設として期待される役割機能を法人が推

進していくためには，理事会の力量を高めるとともに施

設長をはじめとして施設職員の意識，専門性の向上がも

6とも重要な課題である，ちなみに，前年度に行った

3法人の施設職員調査にも』法人内の施設相互関係（話

し合いの機会。合同の定期ブログラムや地域との交流な

ど）が十分に行われているとはいえない結果が出されて

いる〔研究所紀要第27集参照）。

　第3に，法人内の施設相互間協力とともに，地域内の

単一施設（1法人1施設）との連携もこれからの課題であ

る。それには，地域の社会福祉協議会が連絡調整を行

い，地域のケアシステム構築に積極的な役割を担うこと

が期待されるちとくに，来年度からはr市区町村』を単

位とする福祉体系が中心となるために，地域内の福祉ネ

ットワーク推進に社会福祉協議会が果たす役割は重要と

なる。

　3，小地域を単位とするケアシステム

　小地域（市区町村単位，ないしは福祉事務所設置の福

祉地区に該当する地域とする）を単位とする福祉のケア

システムをどのように構築すればよいであろうか。これ

は，われわれの今後の研究課題の1つであるが，まず児

童福祉のケアシステムを考えるにあたり，その指標とな

る枠組をまだ十分に検討できていない段階であるが，一

試案として提示しておくことにする（次ページ表U）。

　地域における児童福祉ケアシステムを構築する際に・

福祉の専門機関と施設を中心にしてその役割・機能の側

面から次の4つあ柱を設定した。①児童問題の発生を予

防し，かつ地域児童すぺての福祉を増進する機能，②問

題の早期発見，相談指導および連絡調整的な機能・③家

庭における児童養育を支援し，不足する部分を補う機

能，④家庭における養育が困難な場合， 家庭にかわって

｝瞳を養育し，かつ家庭を援助する機能。そしてもう一

方で，福祉サービスを利用するツ瞳および家族の状況的

側面から，＠児童養育に適切な地域環境を整備し，児童

家庭福祉を促準する基礎的なサービスの提供，⑤児童お

よび家族問題の解決。関係調整を図ることと，児童養育

サービスの提供，◎障害をもっ児童の治療，教育訓練と

家庭支援のサービス提供，の3つを組み合わせた。この

体系をどのように有機的に関連づけ，円滑に機能するシ

ステムを生み出せるか，3瞳福祉施設を一っの拠点とし

てこれから考えていくことも必要と思われる。

　lV　まとめにかえて

　1．児童福祉施設のケアワーカーとしての機能

　本研究では，施設ケアワーカーの職務内容に関する継

続研究を行ってきた〔研究所紀要第25～27集参照）。その

なかで施設処遇の枠組構築を試み，それをもとにして総

合福祉施設3カ所の直接処遇職貝に，処遇に関する意識

調査を実施した。

　処遇枠組は。ケアワーカーの職務を中心にし，施設で

生活する者のr日常生活・習慣」に関するものと・r対

人・社会関係』に関するものの2つに大別した。そして

日常生活・習慣にっいては，保健医療，衣食住環境，排

泄，睡眠，入浴など7項目，対人・社会関係について

は，コミュニケーション，学習，娯楽・文化をにじめ9

項目により，ケアワーカーが自ら行っている処遇や施設

自体の処遇を5段階で自己評価してもらった。その結果

は，養護施設をとりあげてみると，3法人の施設間では

全体の評価レベルにかなりの差がみられた。しかし，そ

れぞれ同一施設内で各項目ごとの評価を比べると，顕著

な差は生じなかった。

　施設で暮している児童の日常生活の援助や児童の人間

形成，社会性の発達に関する処遇については．ある程度

の共通理念と処遇技術，方法の確立，そしてそれを生か

す環境整備の必要性がこの処遇枠組を設定することによ

り確認できたといえる。児童福祉施設のケアワーカーと

しての機能に，今後大きく期待されることは，児童の

r生活の質』すなわちr職員の質」を高めることであ
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表11小地域における児童福祉の体系（試案）

小　　　地　　域

（広域地域）

鯉雛講1騨灘壷講1嚢蒙繍繁難麟

③地域理境整備

家庭福祉の基

礎サービス

鰹撫．腿駄懸責鷺！　
イア嫉　1社会福祉協議会1ショ．トスティサーピス1魍學蠕設・1匙委員瞳委副トワイライトサ．ビスI　　　　　　　　Iボランティア　1ポランティア　1

児童相談所

⑤家庭問題支援

児童養育サー

ビス

盤礁酬欝灘．．一1蝦尺雛騰萎嘉ホーム
委員腫類1社会福鵬議会I　　　lボランティア1ボランティア　Il魏畑1繋禦弾　　　　　　　　I　　　lボランティアI　　　　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　　　　　【　　　　　I　　　　I　　養言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自立援助ホーム

児童相談所

育家庭センター

里親促進）

児院・教護

・虚弱児施

など

◎障害児家庭支

援　障害児療育サ

ービス

る・そのために，処遇計画をたて，処遇のブロセスを評

価し，実践を理論化できるように積み重ねていくことが

望まれる。

　それに加え，施設が入所児童の処遇のみでなく．地域

社会のなかで地域住民の福祉二一ズにさまざまな方法で

応えていくことが強く求められるようになった現在，ケ

アワーカーも視野をひろげ，地域福祉の充実を担う一貝

としての自覚をもつ必要がある。ケアワーカーはソーシ

ャルワーカーそのものといえるか否か疑問があるが，入

所児童の処遇の一貫として，家族，学校，地域の実情を

把握し・施設が地域福祉の拠点としての機能を十分に果

たせるよう，ソーシャルワークの知識・技術を相当程度

こなしていくことが期待されている。これは地域にとっ

て，施設自体の存在意義と地域二一ズに見合った柔軟性

にとんだ施設機能が求められていることになる。

　2．施設機能のネットワーク化にむけて

　一法人複数施設化の方向は，社会福祉法人の経営基盤

の安定，強化等の観点から，福祉関係三審議会合同企画

分科会意見具申『今後の社会福祉のあり方について』

〔平成元年3月30日）をはじめ各方面から提言されてい

る。処遇面からみても，A法人にみられる母子寮と保育

所・学童保育クラブとの連携やB法人での乳児院・養護

施設間のケア継続の事例などにみられるように，相当の

メリットが見いだされる。・また児童福祉施設と他法施設

との交流による，相互の好影響が処遇研究会の中でも報

告された（r研究所紀要第25集jP91参照）。これはノーマラ

イゼーションの思想を具体化する出発点と考えられるの
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である。また今回の調査で明らかになった対地域との関

係においても，一貫した地域福祉推進にとって，総合福

祉施設のメリットは少なくない。児童から老人に至る

（障害者をふくめ）まで，問題の予防を含めて地域社会

の中で対応できるシステムをつくるために，総合福祉施

設の担う役割は大きい。確かに法人内各施設間の連携や

職員交流の難しさなど，法人内で解決すべき課題は少な

くない。しかし処遇研究会の中で明らかになったよう

に，施設処遇には数多くの共通性と相違性が存在する

（「研究所紀要第25集j　p79－go）。職員一人一人が，処遇の

共通性についてはより広く共有し，相違性についてはそ

の特質を認め合う中から，法人としてのまとまりを確立

していくことが期待される。とくに地域の中でトータル

な援助を受けることができるよう施設機能が総合化され

た場合の一っのパターンとして，総合福祉施設の活動が

期待される。一定の地域を単位として，一法人一施設の

既存の各種施設の機能分担の明確化をはかり，相互了解

の上でのネットワーク形成を推進し，一法人他施設機能

を果たす方向を工夫することが求められよう。このため

に，本テーマである児童福祉施設は人生の出発点，基点

であり，その施設の機能が，老人施設他施設の機能との

関運で一貫性をもって発揮されることが望まれる現在で

ある。
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